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地 域 審 議 会

本資料は、議論を行う参考と

お願いします。

・地区協議会の例示 (参考資料)

して作成したものでありますので、ご留意くださるよう

区  分 容内 備  考

1-① ○地域審議会を設置する。〔附属機関〕

旧合併 4町 と同様の内容の地域審議会を設置する。

≪委員構成≫

。現町議会議員で構成する。

江迎地域審議会 9人

鹿町地域審議会 8人

≪活動内容等≫

・町議会議員としてのノウハウを活かしつつ、合併後の住

民の不安等に対処するため、年間を通 じた活動を行う。
・町議会での活動日数以上 (旧4町 の場合は、年間 50日

以上)の 活動を行う。そのため、月額報酬 (20万 円)

を支給する。

≪設置期間等≫

・合併後 (または平成 22年 4月 1日 )か ら平成 23年 5

月 2日 まで

・設置期間以後については、地区協議会へ移行することが

できる。

※現町議の審議会委員

への参画意向の確認が

必要

1-② ○地域審議会を設置する。〔附属機関〕

現町議会議員で構成の日額報酬制の地域審議会を設置

する。

≪委員構成≫
。現町議会議員で構成する。

江迎地域審議会 9人

鹿町地域審議会 8人

≪活動内容等≫
・町議会議員としてのノウハウを活かしつつ、月数日程度

の活動頻度で合併後の混乱を避け、住民の意見反映に資

するLそ のため、日額報酬 (1日 8=800円)を 支給する。

≪設置期間等≫
。合併後 (または平成22年 4月 1日)か ら平成23年 5

月2日 まで
。設置期間以後については、地区協議会へ移行することが

できる。

※現町議の審議会委員

への参画意向の確認が

必要
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1-③ ○地域審議会を設置する。〔附属機関〕

他の合併市町村で主に設置されているものと同様の

地域審議会を設置する。

≪委員構成≫

。合併地域の団体の代表者にて構成する。

(うち、町議会議員 1～ 2名 参画)

江迎地域審議会 ○ 人

鹿町地域審議会 ○ 人

≪活動内容等≫

。年間に4～ 6回 程度の活動頻度で、住民の意見反映に資

する。そのため、日額報酬 (1日 8,800円 )を 支給する。

≪設置期間等≫

・まちづくり計画期間中の設置が可能であるし、一定の期

間経過後、地区協議会へ移行することができる。

※現町議の審議会委員

への参画意向の確認が

必要

2-① ○地区協議会を設置する。〔任意機関〕

現町議会議員で構成する地区協議会を設置する。

≪委員構成≫
・現町議会議員で構成する。

江迎地区協議会 9人

鹿町地区協議会 8人

≪活動内容等≫
。町議会議員としてのノウハウを活かしつつ、現在の地区

協議会 (月1回程度)の 活動頻度で、住民の意見反映に

資する。そのため、日額報酬(1日 8,800円)を支給する。

≪設置期間等≫
。まちづくり計画期間中の設置が可能であるし、一定の期

間経過後、現在の地区協議会へ移行することができる。

※現町議の協議会委員

への参画意向の確認が

必要

2-② ○地区協議会を設置する。〔任意機関〕

現4地 域と同様の内容とするものの、議員不在の間は、

委員定数を12人 に拡大した地区協議会を設置する。

≪委員構成≫
。各界各層の代表と現町議会議員で構成する。

江迎地区協議会 12人 (うち現議員の半数4人程度)

鹿町地区協議会 12人 (うち現議員の半数4人程度)

※現町議の協議会委員

への参画意向の確認が

必要



≪活動内容等≫

・各々のノウハウを活用 しながら、合併後の混乱を避け、

住民の意見反映に資する。
・月数日程度の活動頻度で住民の意見反映に資する。その

ため、日額報償 (1日 8,800円)を 支給する。

≪設置期間等≫

・委員定数 12人 の期間は、平成 23年 5月 2日 までとす

る。
・期間終了後は、 4地 域同様の8人 の地区協議会へ移行す

ることができる。

2-③ ○地区協議会を設置する。〔任意機関〕

現 4地 域と全 く同様の内容で設置する。

≪委員構成≫

・各界各層の代表や学識経験者として町議会議員 1人 が参

画し、 8人 以内で構成する。

江迎地区協議会 8人

鹿町地区協議会 8人

≪活動内容等≫

。現在の地区協議会 (月 1回 程度)の 活動頻度で住民の意

見反映に資する。そのため、日額報償 (1日  8,800円 )

を支給する。

≪設置期間等≫

・協議会の設置期間は、まちづくり計画期間 (平成 29年度)

を目途とする。

※ い ずれの場合も、旧合併4町 と同様、事務局は、(仮称)行 政センターにおいて担う

ものとします。



地域審議会設置についての基本的な考え方 (吉井、世知原の例)

吉井 。世知原両地域の地域審議会は、合併後のまちづくりに吉井 。世知原地域の住民の意見

を反映させること、及び地域コミュニティを尊重したまちづくりを進めるために設置する。

町議会議員を地域審議会の委員とする基本的な考え方

地域住民及び合併後のまちづくりのために、町議会議員の職にあった方々に地域審議会の

員に就任いただき、議員としての経験 ・見識を合併後一定の期間生かしていただくため。

議会は、地方公共団体の住民による直接選挙で選出された議員によって構成される議事機関であり、

住民の意思を代表する機関であるとともに、地方公共団体の意思を決定する機関である。

合併によって、両町は地方公共団体としての法人格の消滅だけでなく住民の意思を代表してきた機

関、議員も合わせて失することとなる。

このようなことから、次の理由により町議会議員を委員とした地域審議会を設置することとする。

①議員としての役割

編入される両町議会議員は、合併という事由によってその役割を果たすべき4年間の任期を達

成できないこととなるが、選挙において議員を選出した地域住民の負託に何らかの形で応える役

割の存在は否定できない。

また、議員の経験を生かし、地域の重要課題を整理して新市に引き継ぐ役割もあると考えられ

る。

②議員としての経験と見識の活用

議会は、地方公共団体の意思を決定する機関の1つであるため、条例の制定 。改廃、予算を定

めること、決算を認定すること等の議決権が基本であるが、その他にも長などの執行機関がその

事務を適切に処理しているかどうかのチェック機能 (監視権)な どもある。

このような議会活動を通じ、これまで地方公共団体の意思決定、行政運営への民意の反映等に

尽力してきた経験と見識を合併後のまちづくりに生かしていくことが、当該地域及び新市全体に

とって意義のあるものと考えられる。

③合併直後の状況の変化への対応

合併直後においては、合併関係市町の制度の相違からサービスや負担の変化に伴う住民の不安

が大きい。そのため、支所機能としての対応のほかに、町議会議員としての経験を生かして行政

と住民の連絡 。相談 。調整などができる仕組みを整えておく必要があると考えられる。

また、新市において地域住民からの行政への要望 ・相談等に関する意見の集約についても、町

議会議員としての経験を生かすことができる。
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地域審議会の役割と組織体系のイメージ(旧4町 の例)

政策の実現
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2.

地 区 協 議 会 に つ い て

設置の目的

合併に伴い合併地域の意見が市政に的確に反映され、新市として速やかな一体化を進
めていくため、地域審議会を継承する機関として地区協議会を設置します。

設置時期

平成 19年 6月 1日

3.役 割

(1)地 区協議会は、合併に起因する諸課題について地域の意見を集約し、市政に反映する

ことにより新市としての一体感の醸成に努めます。

(2)地 区協議会は、当該地域に関するまちづくり計画の進捗管理に関する意見交換及び計

画変更に関する意見陳述を行い、まちづくり計画の効果的実施に寄与します。

(3)そ の他、特に市長が必要と認める事項について審議等を行い、合併地域の振興を図り

ます。

4.具 体的組織内容

(1)名 称    地 区協議会 (例 :○○地区協議会)

(2)設 置単位  旧 町ごとに設置。4つ の地区協議会とします。

(3)機 関の性質 要 綱に基づく任意機関として設置します。

(4)設 置期間  当 面、まちづくり計画期間とします。

※ ま ちづくり計画は合併後 10年 です。よって、吉井 ・世知原地域は平成 27年 3

月31日 に、宇久 ・小佐々地域は平成28年 3月 31日 をもって地区協議会は廃止

します。

但し、住民自治や市民協働の流れの中で地区自治組織が将来的に徐々に整備され、

地区協議会の役割をその組織に委譲することができる場合は、まちづくり計画期限

前に地区協議会を廃止することができることとします。

(5)委 員の定数  8名 以内

(6)委 員の構成  地 域の実情を踏まえ、地域の各種団体、学識経験者、一般公募等によ

り構成します。

任期     2年 (但し、再任を妨げない。)

活動     ① 合併に起因する諸問題等に関する地域意見の集約

② まちづくり計画に関する意見交換及び意見陳述

③ 合併地域での事業等に関する市関係課との意見交換
④ 合併地域の課題等に関する市長への提言書の提出
⑤ その他、特に市長が必要と認める事項に関する審議等
⑥ 上記①から⑤のための会議の開催及び現地調査等

７

　

８

(9)事務局

(10)報償費

各行政センター総務課

上記 「活動」に限り報償費日額を、8,800円とします。

但し、年 12日 分を上限とします。



旧町地域における地区協議会の概念図

●提言・意見

●協力

●合併地域特有の課題

●地域の意見

●新市の一体化の醸成

合併に起因する諸課題の解決等

地域住民の不安・不満の解消

●まちづくり計画の進捗管理等

●その他、市長が必要と認める事項
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